
特 記 仕 様 書

（土木工事共通仕様書の適用）

第１条 本業務の施行にあたっては，徳島県県土整備部「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」

及び「徳島県土木工事共通仕様書（変更・追加事項）」に基づき実施しなければならない。ただ

し，共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書，指針，便覧等は改定さ

れた最新のものとする。なお，業務途中で改定された場合は，この限りでない。

また，「徳島県土木工事共通仕様書」に定めのないもので，機械工事の施工にあっては「機械工事

共通仕様書（案）」（国土交通省総合政策局建設施工企画課），電気通信設備工事にあっては「電気通

信設備工事共通仕様書」（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）に基づき実施しなければなら

ない。

（土木工事共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項）

第２条 「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」及び「徳島県土木工事共通仕様書（変更・

追加事項）」に対する特記及び追加仕様事項は下記のとおりとする。

（交通安全管理）

１．受注者は，供用中の道路に係る業務の施行にあたっては，交通安全について，監督員，道路管

理者，および所管警察署と打ち合わせを行うとともに，「道路工事の安全施設設置要領（案）」（平

成8年3月）等を参考に実施するものとし，より一層の安全対策を講じるものとする。

２．業務箇所の起終点に設置する標識板については，業務名，実施期間，事業主体名，業務受注者

名，連絡先および電話番号等を記入しなければならない。

（安全教育等）

１. 本業務の施工に際し，現場に即した安全訓練等について，業務着手後，原則として作業員全

員の参加により一月当り半日以上の時間を割当て下記の項目から実施内容を選択し安全訓練等を

実施するものとする。

①安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

②本業務内容等の周知徹底

③本工事安全施工技術指針等の周知徹底

④本業務による災害対策訓練

⑤本業務現場で予想される事故対策

⑥その他，安全衛生教育として必要な事項

２.「安全訓練等実施報告書」により，安全・衛星に関する研修訓練等とわかる写真・実施日・参

加者（現場責任者含む）等必要事項を記入のうえ提出すること。

（施工管理等）

１ 業務写真は，同一箇所で完成・施行前・施行状況を対比させて添付し，施行区間全体を切れ目

なく撮影すること。

２ 草木類の運搬時においては，シート被覆等の処置を適切に施し，草木類の飛散防止を徹底させ

ること。

３ 除草完了時には，監督員の検査を受けること。



（一般廃棄物の搬出）

１ 草木類の運搬については，元請が行う場合には業許可が不要であるが，下請け（再委託）する

場合は下請業者に業許可（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項一般廃棄物の収集運搬

業の許可）が必要であるので，下請け時には監督員と協議し承諾を得ること。

２ 発生する草木類の搬出については，再生利用施設（廃掃法第7条第4項一般廃棄物の処分業の許

可）へ搬出し，処分（再生処理）すること。本業務においては，次に掲げる処分場へ搬出するこ

とを予定している。

一 草

受入場所：徳島市津田海岸町2-90

３ 受注者は事前に受入場所と受入条件の協議を行うこと。受入先との協議の結果，他の受入場所

へ搬出する必要がある場合は，監督員と協議することとする。

４ 一般廃棄物許可処分場での処分が完了した時には，処分場が発行する一般廃棄物引受書の写し

を監督員に提出しなければならない。

５ 草木類の取り扱いについては，上記法律等，関係法令を遵守すること。

（散在塵芥の収集）

１ 施行箇所内の傘，あき缶等の散在塵芥については、適切な分別を行って収集したのち、１ヶ所

ないし２ヶ所に集積すること。

２ 集積場所については、別途、監督員と協議を行い決定するものとする。

（交通誘導警備員）

１ 交通誘導警備員とは，警備業法（昭和４７年法律第１１７号 一部改正平成１６年法律第５０

号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員で，交通誘導業務に従事する者のことであり，

本工事においては延べ人数２０人（うち検定合格警備員１０人）を見込んでいる。

２ 受注者は，「交通誘導警備員勤務実績調査表」を作成し，勤務実績が確認できる資料（勤務伝

票の写し）とともに，一月毎に監督員に１部提出しなければならない

（除草着手時期）

１ 除草作業については、令和２年６月下旬までは準備期間とし、令和２年７月上旬以降に着手す

ることを原則とする。なお、詳細な着手時期については、事前に監督員と協議を行い決定するも

のとする。

（飛散防止対策）

１ 飛散の少ないバリカン式又は低速回転二枚刃式の草刈機を使用

２ ベニア板，飛散防止用ネット等の防護材を使用

・草刈機の刃先と防護材との間隔を詰め，防護材を草刈機に追随させる。

・歩道の縁石際など，草刈機の刃先と防護材との間隔が詰められない箇所は，

幅の広い防護材を使用する。

（熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行）

１ 本業務は，日最高気温が３０度以上の真夏日の日数に応じて現場管理費の補正を行う試行工事

であり，別に定める「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領（以下「試行要領」という。）」

を適用する。

２ 施工箇所点在型の場合，点在する箇所毎に日最高気温が３０度以上の真夏日の日数に 応じて補

正を行うことができるものとする。



３ 夜間工事の場合，作業時間帯の最高気温が３０度以上の真夏日を対象に補正を行うこ とができ

るものとする。

４ 試行にあたり，気温の計測方法及び計測結果の報告方法について事前に監督員と協議 を行うも

のとする。尚，計測方法は最寄りの気象庁公表の気象観測所の気温（日最高気 温３０℃以上対象）

または環境省公表の観測地点の暑さ指数（WBGT）（日最高 WBGT ２５℃以上対象）を用いること

とする。

徳島県 HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009082402601


